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公立大学法人滋賀県立大学 平成３１年度計画 

 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質向上に関する目標を達成するための措置 

 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

（１）教育の質保証・向上に関する目標を達成するための措置 

１）１回生時と３回生時のＰＲＯＧテストの結果から、地域教育プログラムの効果を検証し、

プログラムの改善に向けた具体的な検討を行う。 

２）アントレプレナー（起業家）育成の観点から、学生が起業体験を行うプログラムの授業

内容を充実させる。 

３）ＰＲＯＧテストの就職活動での活用や受検しやすい環境を整えるため、実施時期・方法

等の見直しを検討する。 

４）地域人材の育成を推進する地域連携のプラットフォームについて、ＣＯＣ＋事業終了後

も持続可能な形で継続できるよう、環境を整える。 

５）入試改革の趣旨に沿って、ＡＰ（アドミッションポリシー）および選抜方法の見直しを

行う。 

６）単位の実質化に向け、単位認定に必要な学修時間や、学生の修学実態（授業外学修時間）

の把握を行う。 

７）管理栄養士養成施設として、栄養教育実習室の移転改修を実施するとともに、臨床栄養

実習室の移転、給食経営管理実習室の改修に向け、具体的な計画をまとめる。 

８）Ｗｅｂ配信等を利用した授業科目について、学習効果を確保、向上させるための授業方

法等を検討する。 

９）各研究科・専攻のＡＰ（アドミッションポリシー）と入学者選抜方法が相対するよう、

2020 年度に実施する入試に向けて双方の見直しを検討する。 

１０）大学院工学研究科の副専攻「ＩＣＴ実践学座“ｅ－ＰＩＣＴ”」について、企業、関係機

関等に積極的に働きかけ、社会人受講者の増加を目指す。 

１１）研究科横断共通科目の設置に向け、各研究科・専攻において共通して必要な科目や項目

の洗い出しを行う。 

１２）大学院科目の先取り履修制度を先行導入した工学研究科の状況を検証、共有し、他研究

科での導入を検討する。 

１３）Ｗｅｂ出願制度の 2021 年度入試（2020 年度実施）からの導入に向け、システムの選定、

構築等の準備を進める。 

１４）入試改革を踏まえて平成３０年度（2018 年度）に概要を公表した 2021 年度入試（2020

年度実施）について、入学者選抜に関する具体的内容を検討し、取りまとめる。 

１５）取りまとめた講座（テーマ）のリストを活用し、高校からの希望に応じた出前講座・模

擬授業等の提供を行う。 

１６）高大連携学生サポーター制度により、学生との連携を積極的に図りながら、高校生への

大学概要説明や大学見学などの取組を行う。 

１７）授業運営について、学生との懇談会で課題となった事項に対する改善策を検討し、教員

間で共有を図る。 

１８）教職教育センターの設置に向け、人的配置および設備、備品等の整備の具体的な計画を

まとめる。 
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１９）教育組織と教員組織の分離の方針を決定し、人事計画等の諸規程を改正する。 

２０）単位の実質化に向け、単位認定に必要な学修時間や、学生の修学実態（授業外学修時間）

の把握を行う。（再掲） 

２１）教職教育センターの設置に向け、人的配置および設備、備品等の整備の具体的な計画を

まとめる。（再掲） 

２２）管理栄養士養成施設として、栄養教育実習室の移転改修を実施するとともに、臨床栄養

実習室の移転、給食経営管理実習室の改修に向け、具体的な計画をまとめる。（再掲） 

 

（２）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

１）授業料減免率について、公立大学平均を目指して制度の更なる拡充を図るとともに、2020

年度からの高等教育無償化に必要な規程等の整備を行う。 

２）教職教育センターの設置に向け、人的配置および設備、備品等の整備の具体的な計画を

まとめる。（再掲） 

３）様々な障害を持つ学生に応じた就職支援の仕組みを構築するほか、経済的な困窮度に応

じた支援など、個々の学生の状況に対応した支援を行う。 

４）ＰＲＯＧテストの就職活動での活用や受検しやすい環境を整えるため、実施時期・方法

等の見直しを検討する。（再掲） 

５）国内で就職を希望する外国人留学生や、海外留学を経験した学生を対象とした就職ガイ

ダンスを開催する。 

６）人間学の再編を視野に入れ、健康教育関連科目群に位置付ける候補科目の洗い出しを行

う。 

７）学生の地元企業に対する理解を深めるため、平成３０年度（2018 年度）に試行した地元

中小企業の若手社員と交流できる「ジョブ交座」の取組を本格的に実施する。 

８）中期インターンシップについて、ＣＯＣ＋事業終了後も継続した取組ができるよう、地

元企業と協議を進める。 

９）留学を考えている学生に対する各種講座等に加えて、留学が決定した学生に対して、留

学事前研修を実施する。 

１０）居住施設を含めた国際交流センター構想について、工法、収支見込等の検討を行い、事

業計画を策定する。 

１１）滋賀大学との日本語教育の共同実施に向け、両大学間のアクセス確保や費用負担などに

ついて協議を進める。 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

（１）研究水準および研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

１）研究コミュニティ形成促進費により支援したコミュニティで、科学研究費助成事業（科

研費）等の外部競争的資金の申請を行う。 

２）教育研究高度化促進費により、特定課題研究として「琵琶湖モデル構築」「健康寿命延伸」

「地域課題解決」に沿った研究テーマへの助成を開始し、本学が長期的に取り組むべき研

究の推進を図る。 

３）各学科の研究成果指標データの解析結果をもとに、学科・研究分野ごとの研究の強みな

どを把握し、強みを活かす取組を検討する。 

４）研究成果をポスター発表や機関リポジトリへの掲載等の方法により、学内外に発信する

とともに、これらの機会の積極的な周知を図る。 
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（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

１）研究活動を一層強化するため、研究支援に関わる組織を一本化した「研究推進室」を設

置する。 

２）教育研究高度化促進費により、平成３０年度（2018 年度）から助成を開始した「提案課

題研究」に加えて、「特定課題研究」への助成を開始し、新たな研究費助成制度を本格的に

実施する。 

３）科研費の研究計画調書を閲覧できる仕組みを整えるとともに、若手研究者向けの支援制

度を取りまとめて周知する。 

４）研究コミュニティ形成促進費により支援したコミュニティで、科学研究費助成事業（科

研費）等の外部競争的資金の申請を行う。（再掲） 

 

３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

（１）地域社会等との連携に関する目標を達成するための措置 

１）地域との連携・協力に関する協定等に基づく連携体制の拡大、強化を図る。 

２）企業や自治体、社会人等を対象に、ＳＤＧｓに関わる地域人材を育成する取組を行う。 

３）「（仮称）キャンパスＳＤＧｓびわこ大会」を開催する。 

４）本学のＳＤＧｓにかかる取組の情報発信を強化する。 

５）活動団体への学生の加入を促進する機会を設けるなど、近江楽座の活動を活性化する取

組を実施する。 

６）連携自治体と地域の課題やニーズを情報交換する担当者会議を開催する。 

 

（２）産学官連携の推進に関する目標を達成するための措置 

１）研究活動を一層強化するため、研究支援に関わる組織を一本化した「研究推進室」を設

置する。（再掲） 

２）産学連携や研究支援に関連する学会の大会などにコーディネーター等を派遣し、専門能

力の向上を図る。 

３）地域ひと・モノ・未来情報研究センターと民間企業等との技術交流の場として、「（仮称）

県大ＩＣＴ研究サロン」を発足させる。 

 

（３）生涯教育の推進に関する目標を達成するための措置 

１）地域において関心の高いテーマに対応した社会人専門講座を提供する。 

２）生涯学習の模範となる受講者の表彰制度など、受講者の達成感を高める取組を検討する。 

３）大学院工学研究科の副専攻「ＩＣＴ実践学座“ｅ－ＰＩＣＴ”」について、企業、関係機

関等に積極的に働きかけ、社会人受講者の増加を目指す。（再掲） 

 

４ 県立大学のブランド力の向上に関する目標を達成するための措置 

 

（１）広報活動の推進に関する目標を達成するための措置 

１）大学ホームページの情報に加え、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

での発信を強化することで、各媒体のメリットを活かしながら、効果的な情報発信を行う。 

２）学生・受験生の目線から、本学の個性を活かした広報用動画を制作し、動画配信サイト

等を通じて、受験生をはじめとする各ステークホルダーに本学の魅力を発信する。 

３）オープンキャンパスにおいて、より多くの来場者に本学の概要を理解してもらえるよう、

全体プログラムを見直して実施する。 
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（２）広報推進体制の強化等に関する目標を達成するための措置 

１）ＵＩ活動の推進に関する取組方針に基づき、ＵＩ・ブランド力向上の観点から、広報活

動を展開するとともに、大学グッズの制作に向けた検討を進める。 

２）「広報の手引き」の見直しを行い、広報連絡員等に対して、パブリシティ活動の一層の浸

透を図るとともに、教職員等から広報素材やＳＮＳで発信する写真等を集める仕組みを設

けるなど、広報体制を強化する。 

 

 

Ⅱ 大学経営の改善に関する目標を達成するための措置 

 

１ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 

 

（１）組織運営の改善等に関する目標を達成するための措置 

１）教育組織と教員組織の分離の方針を決定し、人事計画等の諸規程を改正する。（再掲） 

２）地域ひと・モノ・未来情報研究センターの 2020 年４月の全学附属施設化に向け、体制整

備を行う。 

３）研究活動を一層強化するため、研究支援に関わる組織を一本化した「研究推進室」を設

置する。（再掲） 

４）ハラスメント相談員を増員するとともに、人権研修参加率１００％を目指し、工夫を凝

らした人権研修会を実施する。 

５）次世代育成支援対策推進法に基づく次期（2020 年４月施行）一般事業主行動計画を策定

する。 

６）働き方改革推進関連法を踏まえ、時間外勤務の縮減と年次有給休暇の取得増加に向けた

啓発と支援策を講じる。 

７）健康管理の観点から、裁量労働制が適用される教員を含むすべての教職員について、客

観的な方法により出退勤時間を把握する。 

８）教職員および学生を対象とした意識調査の結果等を踏まえ、男女共同参画推進計画、女

性活躍推進法に基づく次期（2020 年４月施行）一般事業主行動計画を策定する。 

９）全学部での女性教員の採用に向け、人事方針の見直しを検討する。 

 

（２）人事制度の改善等に関する目標を達成するための措置 

１）教育組織と教員組織の分離の方針を決定し、人事計画等の諸規程を改正する。（再掲） 

２）働き方改革推進関連法を踏まえた就業規則等の見直しを進める。 

３）法人職員（事務職員）を対象とした人事評価制度の給与への反映について調整を進める。 

４）教員の評価制度に関する基本的な考え方を整理する。 

５）教員・職員共通の課題を題材とした研修機会を設け、積極的な参加を促す。 

６）改定した人材育成方針に基づき、事務職員の計画的な人事異動、研修を進める。 

 

２ 財務に関する目標を達成するための措置 

 

（１）財政基盤の強化等に関する目標を達成するための措置 

１）運営費交付金の算定方法等に関する県との協議結果を踏まえ、必要となる運営費交付金

の予算要求を行う。 

２）未来人財基金を安定的に維持するため、寄附金獲得に向けた働きかけを継続的に行う。 
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３）人間看護学部における助産師養成課程の大学院への移行、専門看護師（ＣＮＳ）育成コ

ースの拡充に必要な環境整備に予算の重点配分を行う。 

４）物品調達コストの一層の削減を図るため、滋賀大学以外の近隣の大学にも共同調達の連

携先を拡大する。 

 

（２）施設設備等の整備・活用に関する目標を達成するための措置 

１）長期保全計画に沿った施設・設備の更新に合わせ、環境負荷の低減やコスト削減等の効

率化を進める。 

２）空調設備の更新に伴う機械室等の配置の見直しを念頭に、学内施設の効率的な活用を図

るため、各棟の利用状況の調査を行う。 

 

３ 自己評価等に関する目標を達成するための措置 

 

（１）自己点検・評価の実施等に関する目標を達成するための措置 

１）全学的なＰＤＣＡサイクルの構築に向け、大学の評価指標を整理するとともに、ＩＲシ

ステムを利用したチェック体制を整え、大学運営に反映する仕組みについて検討する。 

２）（仮称）評価情報分析室（ＩＲオフィス）の設置に向け、ＩＲシステムを利用したデータ

分析の試行を行うとともに、ＩＲの推進方策や学内の連携体制などについて検討する。 

 

４ その他の業務運営に関する目標を達成するための措置 

 

（１）法令遵守に基づく大学運営の推進に関する目標を達成するための措置 

１）所属間で連携し、コンプライアンスや研究倫理等に関して、工夫を凝らした効果のある

研修を実施する。 

 

（２）安全管理体制の充実等に関する目標を達成するための措置 

１）危機管理連絡調整会議において、危機事象ごとの即応体制を検討し、共有するなど、危

機対応力の向上を図る。 

２）重要データを学外のデータセンター等にバックアップできる環境を構築し、運用を開始

する。 

３）留学を考えている学生に対する各種講座等に加えて、留学が決定した学生に対して、留

学事前研修を実施する。（再掲） 

４）学内の防犯・安全確保のため、人感センサー照明の設置に向け、必要な箇所、所要経費

の調査を行う。 

５）情報セキュリティの確保を図りつつ、安全かつ安定的な通信環境を構築できるよう、情

報ネットワークシステムの更新を実施するとともに、情報基盤システムの更新に向けた仕

様の検討を行う。 

６）情報セキュリティと個人情報保護のための注意喚起として、教職員によるセルフチェッ

クを継続して実施するとともに、教職員向けの研修等を開催する。 

 

（３）監査機能の充実に関する目標を達成するための措置 

１）内部監査を公正かつ効果的に実施するため、重点テーマを設定した業務監査の実施や、

監事・会計監査人との意見交換を行う。 
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Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画 

 

１ 予算（平成３１年度） 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入 

運営費交付金 

補助金等収入 

自己収入 

授業料および入学金検定料収入 

雑収入 

産学連携等研究収入および寄附金収入等 

目的積立金取崩 

計 

 

２，３８６ 

４３６ 

１，９３５ 

１，８７１ 

６４ 

２５６ 

９７ 

５，１１０ 

支出 

業務費 

教育研究経費 

一般管理費 

人件費 

施設整備費 

産学連携等研究経費および寄附金事業費等 

計 

 

４，４４１ 

８６０ 

４５７ 

３，１２４ 

４１１ 

２５８ 

５，１１０ 

 

〔人件費の見積り〕 

人件費は退職手当を含め３，１４９百万円と見積もっている。 

（産学連携等研究経費および寄附金事業費等として支出する人件費２５百万円を含む。） 

 

 

２ 収支計画（平成３１年度） 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究費等 

役員人件費 

教員人件費 

職員人件費 

一般管理費 

財務費用 

雑損 

減価償却費 

臨時損失 

４，７６８ 

４，７６８ 

４，１６９ 

９０４ 

１１６ 

７５ 

２，３５５ 

７１９ 

４８４ 

０ 

０ 

１１５ 

０ 
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収入の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

授業料収益 

入学金収益 

検定料収益 

受託研究等収益 

寄附金収益 

補助金等収益 

財務収益 

雑益 

資産見返運営費交付金等戻入 

資産見返補助金等戻入 

資産見返寄附金戻入 

資産見返物品受贈額戻入 

臨時利益 

４，６４０ 

４，６４０ 

２，３７４ 

１，５１９ 

２８７ 

６４ 

１２９ 

８３ 

２５ 

０ 

１０２ 

３２ 

５ 

２０ 

０ 

０ 

純利益  

目的積立金取崩益 

総利益 

△１２８ 

１２８ 

０ 

 

 

３ 資金計画（平成３１年度） 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

５，２８９ 

４，６４６ 

５６４ 

０ 

７９ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

授業料および入学金検定料による収入 

受託研究等収入 

寄附金収入 

補助金等収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設費による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

５，２８９ 

４，５９２ 

２，３８６ 

１，８７１ 

１２９ 

９０ 

２５ 

９１ 

５２１ 

４１１ 

１１０ 

０ 

１７６ 
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Ⅳ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

６億円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入遅延および事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入

れすることを想定 

 

Ⅴ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画 

なし 

 

Ⅵ 出資等に係る不要財産以外の重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画 

なし 

 

Ⅶ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上、組織運営の改善および施設

等の整備に充てる。 

 

Ⅷ 滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設・設備に関する計画 

学舎長寿命化のための長期保全計画および長寿命化計画（個別施設計画） 

第３期中期計画期間備品更新計画 

 

２ 人事に関する計画 

第３期中期計画期間内の人事計画に従い、業務量および内容に見合った人員配置となるよ

う必要な措置を行う。 

 

３ 積立金の使途 

前中期目標期間繰越積立金については、教育研究の質の向上、組織運営の改善および施設

等の整備に充てる。 

 

４ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

 

別表（収容定員） 
 

平成３１年度 環境科学部    ７２０人 

工学部      ６００人 

人間文化学部   ８００人 

人間看護学部   ３００人 

環境科学研究科   ８７人（前期課程 ７２人、後期課程 １５人） 

工学研究科    １１７人（前期課程１０８人、後期課程  ９人） 

人間文化学研究科  ４７人（前期課程 ３２人、後期課程 １５人） 

人間看護学研究科  １６人（修士課程 １６人） 

 


